
「空港管理者によるアルコール検査実施要領」（令和２年３月１２日（国空航第３２８０号）） 

一部改正（案） 新旧対照表 

1

改 正 後 改 正 前 

令和２年３月１２日制定（国空航第３２８０号） 

令和４年３月２９日一部改正（国空航第３０３７号） 

令和７年５月２３日一部改正（国空安政第３７６号） 

 

航空局安全部安全政策課長 

 

空港管理者によるアルコール検査実施要領 

 

令和２年３月１２日制定（国空航第３２８０号） 

令和４年３月２９日一部改正（国空航第３０３７号） 

 

 

航空局安全部安全政策課長 

 

空港管理者によるアルコール検査実施要領 

１．～１１． （略） １．～１１． （略） 

  

附則（令和２年３月１２日 国空航第３２８０号） 

１．この要領は、令和２年４月１３日より適用する。 

 

附則（令和４年３月２９日 国空航第３０３７ 号） 

１．この要領は、令和４年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和７年５月２３日 国空安政第３７６号） 

１．この要領は、令和７年６月１日から適用する。 

附則（令和２年３月１２日 国空航第３２８０号） 

１．この要領は、令和２年４月１３日より適用する。 

 

附則（令和４年３月２９日 国空航第３０３７ 号） 

１．この要領は、令和４年４月１日から適用する。 

  

別紙１～４ （略） 別紙１～４ （略） 

  

 

  



「空港管理者によるアルコール検査実施要領」（令和２年３月１２日（国空航第３２８０号）） 

一部改正（案） 新旧対照表 

2

改 正 後 改 正 前 

別紙５ 別紙５ 

  
別紙６ （略） 別紙６ （略） 

  

 


